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規規 則則

宮崎県事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年３月29日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第17号

宮崎県事務委任規則の一部を改正する規則

宮崎県事務委任規則（昭和40年宮崎県規則第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

委 任 事 務出先機関

の長

１ 職員宿舎の貸付けに関すること。大阪事務

所長

１ 職員宿舎の貸付けに関すること。福岡事務

所長

［略］県税・総

務事務所

長

１～４の４ ［略］

５ 障害者自立支援法（平成17年法律第 123号）

による次の事務

（１） 第11条第２項の規定による命令及び質問

に関すること（居宅介護、重度訪問介護、同

行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、

共同生活介護、共同生活援助及び相談支援（

地域相談支援に限る。）の各自立支援給付対

象サービス等に係るものに限る。）。

（２） 第36条第１項の規定による申請の受理に

関すること。

（３）～（８） ［略］

（９） 第46条第３項の規定による届出の受理に

関すること。

（10） ［略］

（11） 第51条の19第１項の規定による申請の受

理に関すること。

（12） 第51条の21第１項の規定による申請の受

西臼杵支

庁長

委 任 事 務出先機関

の長

［略］県税・総

務事務所

長

１～４の４ ［略］

５ 障害者自立支援法（平成17年法律第 123号）

による次の事務

（１） 第11条第２項の規定による命令及び質問

に関すること（居宅介護、重度訪問介護、行

動援護、重度障害者等包括支援、共同生活介

護、共同生活援助及び相談支援の各自立支援

給付対象サービス等に係るものに限る。）。

（２） 第36条第１項（第40条において準用する

場合を含む。）の規定による申請の受理に関

すること。

（３）～（８） ［略］

（９） ［略］

西臼杵支

庁長
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理に関すること。

（13） 第51条の25第１項の規定による届出の受

理に関すること。

（14） 第51条の25第２項の規定による届出の受

理に関すること。

（15）～（17） ［略］

５の２～19の23 ［略］

19の24 宮崎県農地・水・環境保全向上対策補助

金交付要綱（平成19年６月28日定め）による次

の事務

（１） 第13条第２項の規定による協議に関する

こと。

（２） 第14条の規定による協議に関すること。

（３） 第15条第１項の規定による協議に関する

こと。

（４） 第15条第２項の規定による実施状況の確

認に関すること。

20～29の９ ［略］

29の10 土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57

号）による次の事務

（１）～（13） ［略］

（14） 第26条第１項の規定による緊急調査に関

すること。

（15） 第28条第１項の規定による緊急調査のた

めの立入り等に関すること。

29の11～36の８ ［略］

37 森林法（昭和26年法律第 249号）による次の

事務

（１） ［略］

（２） 第10条の５第９項（第10条の６第４項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による

協議に関すること。

（３） 第10条の５第10項（第10条の６第４項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による

市町村森林整備計画書の写しの受理に関する

こと。

（４） ［略］

（５） 第19条第１項第１号の規定により知事が

同項の事項を処理する場合（当該森林の全部

が西臼杵支庁の所管区域内にあるときに限る

。）における次の事務

ア 第11条第５項の規定による認定に関する

こと。

イ 第12条第３項において準用する第11条第

５項の規定による変更の認定に関すること

。

ウ～ク ［略］

（６）～（16） ［略］

（17） 第50条第３項の規定による通知及び公示

に関すること。

（18） 第50条第４項の規定による証拠の提示及

び機会の付与に関すること。

（19） 第50条第５項の規定による通知及び掲示

（10）～（12） ［略］

５の２～19の23 ［略］

20～29の９ ［略］

29の10 土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57

号）による次の事務

（１）～（13） ［略］

29の11～36の８ ［略］

37 森林法（昭和26年法律第 249号）による次の

事務

（１） ［略］

（２） 第10条の５第７項（第10条の６第４項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による

協議に関すること。

（３） 第10条の５第８項（第10条の６第４項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による

市町村森林整備計画書の写しの受理に関する

こと。

（４） ［略］

（５） 第19条第１項第１号の規定により知事が

同項の事項を処理する場合（当該森林の全部

が西臼杵支庁の所管区域内にあるときに限る

。）における次の事務

ア 第11条第４項の規定による認定に関する

こと。

イ 第12条第３項において準用する第11条第

４項の規定による変更の認定に関すること

。

ウ～ク ［略］

（６）～（16） ［略］

（17） 第50条第３項の規定による通知及び掲示
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に関すること。

（20）・（21） ［略］

37の２～61 ［略］

［略］

１～３の４ ［略］

４ 障害者自立支援法による次の事務（南部福祉

こどもセンター及び北部福祉こどもセンターに

限る。）

（１） 第11条第２項の規定による命令及び質問

に関すること（居宅介護、重度訪問介護、同

行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、

共同生活介護、共同生活援助及び相談支援（

地域相談支援に限る。）の各自立支援給付対

象サービス等に係るものに限る。）。

（２） 第36条第１項の規定による申請の受理に

関すること。

（３）～（８） ［略］

（９） 第46条第３項の規定による届出の受理に

関すること。

（10） ［略］

（11） 第51条の19第１項の規定による申請の受

理に関すること。

（12） 第51条の21第１項の規定による申請の受

理に関すること。

（13） 第51条の25第１項の規定による届出の受

理に関すること。

（14） 第51条の25第２項の規定による届出の受

理に関すること。

（15）～（17） ［略］

４の２～９ ［略］

福祉こど

もセンタ

ー所長及

び福祉事

務所長

１～17の３ ［略］

18 温泉法（昭和23年法律第 125号）による次の

事務

（１）～（４） ［略］

（５） 第34条の規定による報告の徴収に関する

こと。

（６） ［略］

19～19の７ ［略］

19の８ ふぐ取扱条例（昭和33年宮崎県条例第29

号）による次の事務

（１）・（２） ［略］

（３） 第16条第１項の規定による認証に関する

こと。

（４） 第18条第１項の規定による交付に関する

こと。

（５） 第18条第３項の規定による再交付又は書

換えに関すること。

（６） 第19条第２項の規定による届出の受理に

関すること。

（７） 第20条の規定による届出の受理に関する

こと。

（８） 第21条第１項の規定による認証の取消し

に関すること。

保健所長

に関すること。

（18）・（19） ［略］

37の２～61 ［略］

［略］

１～３の４ ［略］

４ 障害者自立支援法による次の事務（南部福祉

こどもセンター及び北部福祉こどもセンターに

限る。）

（１） 第11条第２項の規定による命令及び質問

に関すること（居宅介護、重度訪問介護、行

動援護、重度障害者等包括支援、共同生活介

護、共同生活援助及び相談支援の各自立支援

給付対象サービス等に係るものに限る。）。

（２） 第36条第１項（第40条において準用する

場合を含む。）の規定による申請の受理に関

すること。

（３）～（８） ［略］

（９） ［略］

（10）～（12） ［略］

４の２～９ ［略］

福祉こど

もセンタ

ー所長及

び福祉事

務所長

１～17の３ ［略］

18 温泉法（昭和23年法律第 125号）による次の

事務

（１）～（４） ［略］

（５） 第34条第１項の規定による報告の徴収に

関すること。

（６） ［略］

19～19の７ ［略］

19の８ ふぐ取扱条例（昭和33年宮崎県条例第29

号）による次の事務

（１）・（２） ［略］

保健所長
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（９） 第21条第２項の規定による認証の取消し

又は営業の停止命令に関すること。

（10） 第21条第３項の規定による認証書の返納

の受理に関すること。

（11） 第23条第１項の規定による報告の徴収、

立入検査等に関すること。

19の９～61 ［略］

62 みやざき県民の住みよい環境の保全等に関す

る条例（平成17年宮崎県条例第20号）による次

の事務

（１）～（14） ［略］

（15） 第65条第１項（同項第２号から第４号ま

で及び第６号に掲げる者に係る部分に限る。

）の規定により報告を求め、又は職員に、工

場若しくは事業場その他の場所に立ち入り、

施設、帳簿書類その他の物件を検査させるこ

と。

62の２～70 ［略］

［略］

１ 児童福祉法による次の事務

（１） 第11条第１項第２号への規定による里親

への援助に関すること。

（２）・（３） ［略］

（４） 第24条の３第６項の規定による入所受給

者証の交付に関すること。

（５） 第24条の４の規定による入所給付決定の

取消しに関すること。

（６）～（８） ［略］

（９）～（27） ［略］

（28） 第50条の規定による同条第７号に規定す

る小規模住居型児童養育事業を行う者又は里

親への委託に要する費用（医療費を除く。）

の支弁に関すること。

（29） ［略］

２ ［略］

児童相談

所長

［略］

１ 計量法（平成４年法律第51号）による次の事

務

（１）～（64） ［略］

２ ［略］

計量検定

所長

［略］

１～２の29 ［略］

２の30 宮崎県農地・水・環境保全向上対策補助

金交付要綱による次の事務

（１） 第13条第２項の規定による協議に関する

こと。

（２） 第14条の規定による協議に関すること。

（３） 第15条第１項の規定による協議に関する

こと。

農林振興

局長

19の９～61 ［略］

62 みやざき県民の住みよい環境の保全等に関す

る条例（平成17年宮崎県条例第20号）による次

の事務

（１）～（14） ［略］

（15） 第65条第１項（同項第３号から第５号ま

で及び第７号に掲げる者に係る部分に限る。

）の規定により報告を求め、又は職員に、工

場若しくは事業場その他の場所に立ち入り、

施設、帳簿書類その他の物件を検査させるこ

と。

62の２～70 ［略］

［略］

１ 児童福祉法による次の事務

（１）・（２） ［略］

（３） 第24条の３第６項の規定による受給者証

の交付に関すること。

（４） 第24条の４の規定による施設給付決定の

取消しに関すること。

（５）～（７） ［略］

（８） 第27条第７項の規定による日常生活上の

援助及び生活指導又はその委託に関すること

。

（９）～（27） ［略］

（28） 第50条の規定による同条第７号に規定す

る里親委託に要する費用（医療費を除く。）

の支弁に関すること。

（29） ［略］

２ ［略］

児童相談

所長

［略］

１ 計量法（平成４年法律第51号）による次の事

務

（１）～（64） ［略］

（65） 第 155条の規定による特定市町村の長と

の協議に関すること。

２ ［略］

計量検定

所長

［略］

１～２の29 ［略］農林振興

局長
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（４） 第15条第２項の規定による実施状況の確

認に関すること。

３～４の６ ［略］

５ 森林法による次の事務

（１） ［略］

（２） 第10条の５第９項（第10条の６第４項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による

協議に関すること。

（３） 第10条の５第10項（第10条の６第４項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による

市町村森林整備計画書の写しの受理に関する

こと。

（４） ［略］

（５） 第19条第１項第１号の規定により知事が

同項の事項を処理する場合（当該森林の全部

が当該農林振興局の所管区域内にあるときに

限る。）における次の事務

ア 第11条第５項の規定による認定に関する

こと。

イ 第12条第３項において準用する第11条第

５項の規定による変更の認定に関すること

。

ウ～ク ［略］

（６）～（16） ［略］

（17） 第50条第３項の規定による通知及び公示

に関すること。

（18） 第50条第４項の規定による証拠の提示及

び機会の付与に関すること。

（19） 第50条第５項の規定による通知及び掲示

に関すること。

（20）・（21） ［略］

５の２～24 ［略］

25 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律による次の事務

（１） 第26条第１項の規定による緊急調査に関

すること。

（２） 第28条第１項の規定による緊急調査のた

めの立入り等に関すること。

［略］

１～３ ［略］

４ 薬事法による次の事務

（１） ［略］

（２） 第39条の３第１項の規定による動物用管

理医療機器の販売業又は賃貸業の届出の受理

に関すること。

（３） 第40条第１項において準用する第10条の

規定による動物用高度管理医療機器等の販売

業又は賃貸業の休廃止等の届出の受理に関す

ること。

（４） 第40条第２項において準用する第10条の

規定による動物用管理医療機器の販売業又は

賃貸業の休廃止等の届出の受理に関すること

。

（５） 第69条第１項、第２項及び第３項の規定

家畜保健

衛生所長

３～４の６ ［略］

５ 森林法による次の事務

（１） ［略］

（２） 第10条の５第７項（第10条の６第４項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による

協議に関すること。

（３） 第10条の５第８項（第10条の６第４項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による

市町村森林整備計画書の写しの受理に関する

こと。

（４） ［略］

（５） 第19条第１項第１号の規定により知事が

同項の事項を処理する場合（当該森林の全部

が当該農林振興局の所管区域内にあるときに

限る。）における次の事務

ア 第11条第４項の規定による認定に関する

こと。

イ 第12条第３項において準用する第11条第

４項の規定による変更の認定に関すること

。

ウ～ク ［略］

（６）～（16） ［略］

（17） 第50条第３項の規定による通知及び掲示

に関すること。

（18）・（19） ［略］

５の２～24 ［略］

［略］

１～３ ［略］

４ 薬事法による次の事務

（１） ［略］

（２） 第69条第１項、第２項及び第３項の規定

家畜保健

衛生所長
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による立入検査等に関すること（動物用医薬

品、動物用管理医療機器及び動物用高度管理

医療機器等に係るものに限る。）。

（６） 第70条第１項及び第２項の規定による廃

棄等の措置命令に関すること（動物用医薬品

、動物用管理医療機器及び動物用高度管理医

療機器等に係るものに限る。）。

（７） 第72条第４項の規定による改善命令等に

関すること（動物用医薬品、動物用管理医療

機器及び動物用高度管理医療機器等に係るも

のに限る。）。

５～14 ［略］

［略］

１～11の９ ［略］

11の10 土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律による次の事務

（１）～（13） ［略］

（14） 第26条第１項の規定による緊急調査に関

すること。

（15） 第28条第１項の規定による緊急調査のた

めの立入り等に関すること。

11の11～23 ［略］

24 都市計画法による次の事務

（１） ［略］

（２） 第29条第１項の規定による次の開発行為

で開発区域の面積が 5，000平方メートル（都

城土木事務所にあっては、１万平方メートル

）未満のものの許可に関すること（都城土木

事務所、高岡土木事務所及び日向土木事務所

に限る。）。

ア・イ ［略］

ウ 第34条第11号及び第13号に規定する開発

行為

エ ［略］

（３）～（14） ［略］

（15） 第43条第１項の規定による次の建築物又

は第一種特定工作物に係る許可に関すること

（高岡土木事務所及び日向土木事務所に限る

。）。

ア 都市計画法施行令（昭和44年政令第 158

号）第36条第１項第３号イ、ロ及びニに規

定する建築物又は第一種特定工作物

イ ［略］

（16）～（22） ［略］

（23） 第53条第１項の規定による許可に関する

こと（都城土木事務所、小林土木事務所、高

岡土木事務所、西都土木事務所、高鍋土木事

務所及び日向土木事務所に限る。）。

（24）・（25） ［略］

24の２～25の２ ［略］

26 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律による次の事務

土木事務

所長

による立入検査等に関すること（動物用医薬

品等に係るものに限る。）。

（３） 第70条第１項及び第２項の規定による廃

棄等の措置命令に関すること（動物用医薬品

等に係るものに限る。）。

（４） 第72条第４項の規定による改善命令等に

関すること（動物用医薬品等に係るものに限

る。）。

５～14 ［略］

［略］

１～11の９ ［略］

11の10 土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律による次の事務

（１）～（13） ［略］

11の11～23 ［略］

24 都市計画法による次の事務

（１） ［略］

（２） 第29条第１項の規定による次の開発行為

で開発区域の面積が 5，000平方メートル（都

城土木事務所にあっては、１万平方メートル

）未満のものの許可に関すること（都城土木

事務所、高岡土木事務所及び日向土木事務所

に限る。）。

ア・イ ［略］

ウ 第34条第13号に規定する開発行為

エ ［略］

（３）～（14） ［略］

（15） 第43条第１項の規定による次の建築物又

は第一種特定工作物に係る許可に関すること

（高岡土木事務所及び日向土木事務所に限る

。）。

ア 都市計画法施行令（昭和44年政令第 158

号）第36条第１項第３号イに規定する建築

物又は第一種特定工作物

イ 都市計画法施行令第36条第１項第３号ニ

に規定する建築物又は第一種特定工作物

ウ ［略］

（16）～（22） ［略］

（23） 第53条第１項の規定による許可に関する

こと。

（24）・（25） ［略］

24の２～25の２ ［略］

26 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律による次の事務

土木事務

所長
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付表（西臼杵支庁長の項第38号、農林振興局長の項第17号関係） 付表（西臼杵支庁長の項第38号、農林振興局長の項第17号関係）

（１） 第12条第１項の規定による届出の受理に

関すること（都城土木事務所、小林土木事務

所、高岡土木事務所、西都土木事務所、高鍋

土木事務所及び日向土木事務所に限る。）。

（２） 第12条第２項の規定による変更の届出の

受理に関すること（都城土木事務所、小林土

木事務所、高岡土木事務所、西都土木事務所

、高鍋土木事務所及び日向土木事務所に限る

。）。

（３） 第12条第３項の規定による違反是正の命

令に関すること（都城土木事務所、小林土木

事務所、高岡土木事務所、西都土木事務所、

高鍋土木事務所及び日向土木事務所に限る。

）。

（４）～（14） ［略］

（15） 第53条第２項の規定による報告の徴収、

立入検査及び質問に関すること（都城土木事

務所、小林土木事務所、高岡土木事務所、西

都土木事務所、高鍋土木事務所及び日向土木

事務所に限る。）。

（16）・（17） ［略］

26の２～37 ［略］

38 駐車場法による次の事務（都城土木事務所、

小林土木事務所、高岡土木事務所、西都土木

事務所、高鍋土木事務所及び日向土木事務所

に限る。）。

（１）～（６） ［略］

39 ［略］

［略］

（１） 第12条第１項の規定による届出の受理に

関すること。

（２） 第12条第２項の規定による変更の届出の

受理に関すること。

（３） 第12条第３項の規定による違反是正の命

令に関すること。

（４）～（14） ［略］

（15） 第53条第２項の規定による報告の徴収、

立入検査及び質問に関すること。

（16）・（17） ［略］

26の２～37 ［略］

38 駐車場法による次の事務

（１）～（６） ［略］

39 ［略］

［略］

１ 産地を守る緊急防除事業補助金交付要綱（平成23年７月

１日定め）に基づく補助金

２ ［略］

３～６ ［略］

７ 宮崎エコ農業実践事業補助金交付要綱（平成23年７月１

日定め）に基づく補助金

８～12 ［略］

13 宮崎県農産園芸関係事業補助金交付要綱（平成10年４月

１日定め）に基づく補助金のうち、稲作等生産構造改革促

進対策事業（大規模担い手育成等コスト低減対策事業）、

戸別所得補償制度導入円滑化対策事業（戸別所得補償制度

活用推進事業）、加工用米で進める新産地構造転換支援事

業、企業と育む県内農産物需要拡大促進事業、園芸産地基

盤強化緊急整備事業、メロン産地改革緊急支援事業、産地

加工施設対応畑作農業推進事業、挑戦！みやざき施設園芸

産地改革事業、新みやざき園芸産地再生事業、元気みやざ

き園芸産地確立事業、みやざき土地利用型野菜産地づくり

事業、ネクスト！みやざきエコ施設園芸産地拡大事業、「

みやざきの花」産地パワーアップ推進事業、「日本一」ス

イートピー新技術実証緊急対策事業、宮崎ならではの果樹

１ 重要病害虫緊急防除事業補助金交付要綱（昭和51年７月

30日定め）に基づく補助金

２ ［略］

３ 畜産振興総合対策推進事業補助金交付要綱（平成18年４

月１日定め）に基づく補助金のうち、畜産振興総合対策推

進、肉用牛繁殖雌牛導入対策及び肉用牛総合改良推進（基

礎雌牛群整備に限る。）に係る補助金

４～７ ［略］

８ 「宮崎産なら安心」産地体制確立事業補助金交付要綱（

平成20年４月１日定め）に基づく補助金

９～13 ［略］

14 宮崎県農産園芸関係事業補助金交付要綱（平成10年４月

１日定め）に基づく補助金のうち、稲作等生産構造改革促

進対策事業（大規模担い手育成等コスト低減対策事業）、

戸別所得補償制度導入円滑化対策事業（戸別所得補償制度

活用推進事業）、企業と育む県内農産物需要拡大促進事業

、園芸産地基盤強化緊急整備事業、メロン産地改革緊急支

援事業、産地加工施設対応畑作農業推進事業、挑戦！みや

ざき施設園芸産地改革事業、新みやざき園芸産地再生事業

、元気みやざき園芸産地確立事業、「みやざきの花」産地

パワーアップ推進事業、「日本一」スイートピー新技術実

証緊急対策事業、宮崎ならではの果樹産地構造改革推進事

業、緊急！みやざきの中山間果樹産地再構築事業、果樹ブ

ランド力向上産地戦略推進事業、葉たばこ等特用作物経営
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附 則

この規則は、平成24年４月１日から施行する。

宮崎県行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年３月29日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第18号

宮崎県行政組織規則の一部を改正する規則

宮崎県行政組織規則（平成10年宮崎県規則第15号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

平成 24年 ３ 月 29日（木曜日） 号外 第 16号

害 8害

産地構造改革推進事業、果樹だからできる６次産業化チャ

レンジ事業、緊急！みやざきの中山間果樹産地再構築事業

、果樹ブランド力向上産地戦略推進事業、葉たばこ等特用

作物経営安定対策事業、茶業経営構造改革総合対策事業及

び特用作物生産力向上サポート事業に係る補助金

14～44 ［略］

安定対策事業、茶業経営構造改革総合対策事業及び特用作

物生産力向上サポート事業に係る補助金

15～45 ［略］

改正後改正前

目次

第１章 ［略］

第２章 本庁

第１節 ［略］

第２節 分掌事務

第１款 県民政策部各課の分掌事務（第７条―第９条の７）

第２款～第９款 ［略］

第３章 出先機関

第１節～第22節 ［略］

第23節 こども療育センター（肢体不自由児施設）（第 148条

－第 151条）

第23節の２～第53節 ［略］

第４章～第７章 ［略］

附則

（局及び課の設置）

第５条 次の表の左欄に掲げる部に同表の中欄に掲げる局及び同表

の右欄に掲げる課を置く。

（課内室の設置）

第５条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ同表の右欄に掲げ

る課内室を置く。

第１款 県民政策部各課の分掌事務

（総合政策課）

第７条 総合政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（４） ［略］

（５） 庁議、部長連絡会議及び地方連絡協議会に関すること。

（６）・（７） ［略］

目次

第１章 ［略］

第２章 本庁

第１節 ［略］

第２節 分掌事務

第１款 総合政策部各課の分掌事務（第７条―第９条の７）

第２款～第９款 ［略］

第３章 出先機関

第１節～第22節 ［略］

第23節 こども療育センター（医療型障害児入所施設・医療型

児童発達支援センター）（第 148条－第 151条）

第23節の２～第53節 ［略］

第４章～第７章 ［略］

附則

（局及び課の設置）

第５条 次の表の左欄に掲げる部に同表の中欄に掲げる局及び同表

の右欄に掲げる課を置く。

（課内室の設置）

第５条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ同表の右欄に掲げ

る課内室を置く。

第１款 総合政策部各課の分掌事務

（総合政策課）

第７条 総合政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（４） ［略］

（５） 庁議、部局長等連絡会議及び地方連絡協議会に関すること

。

（６）・（７） ［略］

（８） 産学官連携の推進に関すること。

（９） 記紀編さん記念事業に関すること。

課局部

［略］総合政策部

［略］

課局部

［略］県民政策部

［略］

課 内 室課

［略］医療薬務課

［略］

課 内 室課

広報戦略室秘書広報課

［略］医療薬務課

［略］
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（８）～（14） ［略］

（秘書広報課）

第８条 ［略］

（障害福祉課）

第28条 障害福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（10） ［略］

（11） 障害者施策推進協議会、障害者介護給付費等不服審査会及

び精神医療審査会に関すること。

（12）・（13） ［略］

２ ［略］

（農産園芸課）

第48条 農産園芸課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（５） ［略］

（６） 農業生産総合対策に関すること。

（７） ［略］

（用地対策課）

第63条 用地対策課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（７） ［略］

（８） 宮崎県土地開発公社に関すること。

第23節 こども療育センター（肢体不自由児施設）

（設置）

第 148条 児童福祉法（昭和22年法律第 164号）第43条の３の規定

に基づき、肢体不自由のある児童を治療するとともに、独立自活

に必要な知識技能を与えるため、こども療育センターを置く。

（所掌事務）

第 149条 こども療育センターの所掌事務は、次のとおりである。

（１） 肢体不自由児の療育に関すること。

（分掌事務）

第 151条 前条に規定する各課及び科の分掌事務は、次のとおりと

する。

総務課

（１） ［略］

（２） 肢体不自由児の入園及び退園に関すること。

（３） 肢体不自由児の給食に関すること。

（４） 肢体不自由児の生活指導及び保育に関すること。

（５） 肢体不自由児の職業指導に関すること。

医療課

（１） 肢体不自由児の診断及び診療に関すること。

（２）～（４） ［略］

（５） 肢体不自由児の機能訓練に関すること。

（６） 肢体不自由児の相談に関すること。

（７） ［略］

看護科

（１） 肢体不自由児の看護及び診療補助に関すること。

（２）・（３） ［略］

（設置）

第 164条 林業に関する試験研究、研修及び指導を行うため、林業

技術センターを置く。

（所掌事務）

第 164条の３ 林業技術センターの所掌事務は、次のとおりとする

（10）～（16） ［略］

（秘書広報課）

第８条 ［略］

２ 広報戦略室においては、前項第７号から第９号までに掲げる事

務を分掌する。

（障害福祉課）

第28条 障害福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（10） ［略］

（11） 障害者施策推進協議会、障害者介護給付費等不服審査会、

障害児通所給付費等不服審査会及び精神医療審査会に関するこ

と。

（12）・（13） ［略］

２ ［略］

（農産園芸課）

第48条 農産園芸課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（５） ［略］

（６） ［略］

（用地対策課）

第63条 用地対策課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（７） ［略］

第23節 こども療育センター（医療型障害児入所施設・医

療型児童発達支援センター）

（設置）

第 148条 児童福祉法（昭和22年法律第 164号）第42条第２号に定

める支援を行うこと及び同法第43条第２号に定める支援を提供す

ることを目的として、こども療育センターを置く。

（所掌事務）

第 149条 こども療育センターの所掌事務は、次のとおりである。

（１） 障害児の療育に関すること。

（分掌事務）

第 151条 前条に規定する各課及び科の分掌事務は、次のとおりと

する。

総務課

（１） ［略］

（２） 障害児の入園及び退園に関すること。

（３） 障害児の給食に関すること。

（４） 障害児の生活指導及び保育に関すること。

（５） 障害児の職業指導に関すること。

医療課

（１） 障害児の診断及び診療に関すること。

（２）～（４） ［略］

（５） 障害児の機能訓練に関すること。

（６） 障害児の相談に関すること。

（７） ［略］

看護科

（１） 障害児の看護及び診療補助に関すること。

（２）・（３） ［略］

（設置）

第 164条 林業に関する試験研究、研修及び指導並びに鳥獣被害対

策支援を行うため、林業技術センターを置く。

（所掌事務）

第 164条の３ 林業技術センターの所掌事務は、次のとおりとする
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。

（１）～（３） ［略］

（内部組織）

第 164条の４ 林業技術センターに次の課及び部を置く。

［略］

特用林産部

（分掌事務）

第 164条の５ 前条に規定する課及び部の分掌事務は、次のとおり

とする。

［略］

特用林産部

（１）～（６） ［略］

（名称、位置及び管轄区域）

第 212条 宮崎県行政機関設置条例第９条の規定により設置された

家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりである

。

（名称等）

第 262条 法第 138条の４第３項の規定に基づき設置された附属機

関の名称、担任事務及び主管部課は、次のとおりである。

。

（１）～（３） ［略］

（４） 鳥獣被害対策支援に関すること（他の機関の主管に属する

ものを除く。）

（内部組織）

第 164条の４ 林業技術センターに次の課、部及びセンターを置く

。

［略］

特用林産部

鳥獣被害対策支援センター

（分掌事務）

第 164条の５ 前条に規定する課、部及びセンターの分掌事務は、

次のとおりとする。

［略］

特用林産部

（１）～（６） ［略］

鳥獣被害対策支援センター

（１） 鳥獣被害対策に関する技術指導に関すること。

（２） 鳥獣被害対策に関する指導者養成研修に関すること。

（３） 鳥獣被害対策に関する研究に関すること。

（４） 鳥獣被害実態調査の精度向上に関する研究に関すること

。

（５） 鳥獣被害対策に関する情報資料の収集及び提供に関する

こと。

（名称、位置及び管轄区域）

第 212条 宮崎県行政機関設置条例第９条の規定により設置された

家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりである

。

（名称等）

第 262条 法第 138条の４第３項の規定に基づき設置された附属機

関の名称、担任事務及び主管部課は、次のとおりである。

管轄区域位 置名 称

［略］

［略］延岡市小野町4234番地宮崎県延岡家

畜保健衛生所

管轄区域位 置名 称

［略］

［略］延岡市大貫町４丁目2655番地

１

宮崎県延岡家

畜保健衛生所

主管部課担 任 事 務名 称

県民政策部総合政

策課

［略］宮崎県総合計

画審議会

県民政策部総合政

策課

宮崎県開発事

業特別資金審

議会

県民政策部統計調

査課

宮崎県統計審

議会

県民政策部中山間

・地域政策課

宮崎県国土利

用計画審議会

県民政策部中山間

・地域政策課

宮崎県土地利

用審査会

県民政策部生活・

協働・男女参画課

宮崎県交通安

全対策会議

県民政策部生活・

協働・男女参画課

宮崎県消費生

活対策審議会

県民政策部生活・

協働・男女参画課

宮崎県消費者

苦情処理委員

会

主管部課担 任 事 務名 称

総合政策部総合政

策課

［略］宮崎県総合計

画審議会

総合政策部総合政

策課

宮崎県開発事

業特別資金審

議会

総合政策部統計調

査課

宮崎県統計審

議会

総合政策部中山間

・地域政策課

宮崎県国土利

用計画審議会

総合政策部中山間

・地域政策課

宮崎県土地利

用審査会

総合政策部生活・

協働・男女参画課

宮崎県交通安

全対策会議

総合政策部生活・

協働・男女参画課

宮崎県消費生

活対策審議会

総合政策部生活・

協働・男女参画課

宮崎県消費者

苦情処理委員

会
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（部長等）

第 263条 部に部長を置く。

２ 部長は、上司の命を受けて、部の事務を掌理し、所属職員を指

揮監督する。

３ ［略］

４ 部及び会計管理局に次長を置く。この場合において、必要に応

じ、一の部に２人以上置くことができる。

５ 次長は、部長（会計管理局にあっては、会計管理者）を補佐す

る。

６～13 ［略］

（広報企画監等）

第 265条 前３条に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる本庁

の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、そ

れぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

（職）

第 271条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、それぞれ同表の右欄

に掲げる職を置く。

（職務）

第 272条 前条に規定する職の職務は、それぞれ次の表の右欄に定

めるとおりとする。

（部長等）

第 263条 部に部長（総務部にあっては、部長及び危機管理統括監

）を置く。

２ 部長（危機管理統括監を含む。）は、上司の命を受けて、部の

事務（総務部長にあっては危機管理局の事務を除く総務部の事務

、危機管理統括監にあっては危機管理局の事務）を掌理し、所属

職員を指揮監督する。

３ ［略］

４ 部、危機管理局及び会計管理局に次長を置く。この場合におい

て、必要に応じ、一の部に２人以上置くことができる。

５ 次長は、部長（危機管理局にあっては危機管理統括監、会計管

理局にあっては会計管理者）を補佐する。

６～13 ［略］

（交通・地域安全対策監等）

第 265条 前３条に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる本庁

の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、そ

れぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

（職）

第 271条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、それぞれ同表の右欄

に掲げる職を置く。

（職務）

第 272条 前条に規定する職の職務は、それぞれ次の表の右欄に定

めるとおりとする。

県民政策部生活・

協働・男女参画課

宮崎県男女共

同参画審議会

県民政策部文化文

教・国際課

宮崎県私立学

校審議会

［略］

［略］宮崎県障害者

施策推進協議

会

［略］

総合政策部生活・

協働・男女参画課

宮崎県男女共

同参画審議会

総合政策部文化文

教・国際課

宮崎県私立学

校審議会

［略］

［略］宮崎県障害者

施策推進協議

会

福祉保健部障害福

祉課

児童福祉法に基づき市町

村が行った通所給付費等

に係る処分に対する不服

の審査に関する事務

宮崎県障害児

通所給付費等

不服審査会

［略］

職 務職組 織

上司の命を受けて、広報及び広聴

の総合調整に関する事務を掌理す

る。

広報企画監県民政策部

［略］交通・地域

安全対策監

［略］

職 務職組 織

［略］交通・地域

安全対策監

総合政策部

［略］

職出先機関及びその他の機関

所長 次長（３人） 課長東京事務所

［略］

所長 次長（都城保健所及び延

岡保健所にあっては、２人）

課長

保健所

［略］

所長 副所長 課長 部長 副

部長

林業技術センター

［略］

職出先機関及びその他の機関

所長 次長（２人） 課長東京事務所

［略］

所長 次長（都城保健所、小林

保健所及び延岡保健所にあって

は、２人） 課長

保健所

［略］

所長 副所長 課長 部長 セ

ンター長 副部長

林業技術センター

［略］

職 務職職 務職
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる機関

の相当の職に命ぜられたものとみなす。

（知事の職務代理に関する規則の一部改正）

３ 知事の職務代理に関する規則（昭和30年宮崎県規則第73号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（宮崎県開発事業特別資金審議会規則の一部改正）

４ 宮崎県開発事業特別資金審議会規則（昭和34年宮崎県規則第26号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（宮崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則の一部改正）

５ 宮崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則（昭和54年宮崎県規則第29号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

平成 24年 ３ 月 29日（木曜日） 号外 第 16号

総合政策部総合政策課県民政策部総合政策課

総合政策部秘書広報課県民政策部秘書広報課

総合政策部統計調査課県民政策部統計調査課

総合政策部総合交通課県民政策部総合交通課

総合政策部中山間・地域政策課県民政策部中山間・地域政策課

総合政策部生活・協働・男女参画課県民政策部生活・協働・男女参画課

総合政策部文化文教・国際課県民政策部文化文教・国際課

総合政策部人権同和対策課県民政策部人権同和対策課

総合政策部情報政策課県民政策部情報政策課

改正後改正前

第２条 法第 152条第２項の規定による知事及び副知事にともに事

故があるとき又は知事及び副知事がともに欠けたときの知事の職

務代理者は、総合政策部長とする。

第３条 法第 152条第３項の規定による知事、副知事及び前条に規

定する職務代理者にともに事故があるとき又は知事、副知事及び

前条に規定する職務代理者がともに欠けたときの知事の職務代理

者は、宮崎県部設置条例（平成16年宮崎県条例第４号）第１条の

表に規定する部（総合政策部を除く。以下同じ。）の部長の職に

ある者とし、その順序は、同表に掲げる部の順序とする。

第２条 法第 152条第２項の規定による知事及び副知事にともに事

故があるとき又は知事及び副知事がともに欠けたときの知事の職

務代理者は、県民政策部長とする。

第３条 法第 152条第３項の規定による知事、副知事及び前条に規

定する職務代理者にともに事故があるとき又は知事、副知事及び

前条に規定する職務代理者がともに欠けたときの知事の職務代理

者は、宮崎県部設置条例（平成16年宮崎県条例第４号）第１条の

表に規定する部（県民政策部を除く。以下同じ。）の部長の職に

ある者とし、その順序は、同表に掲げる部の順序とする。

改正後改正前

（庶務）

第３条 審議会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する

ものとする。

（庶務）

第３条 審議会の庶務は、県民政策部総合政策課において処理する

ものとする。

改正後改正前

（宮崎県消費生活対策審議会及び委員会の庶務）

第25条 宮崎県消費生活対策審議会及び委員会の庶務は、総合政策

部生活・協働・男女参画課において処理する。

（宮崎県消費生活対策審議会及び委員会の庶務）

第25条 宮崎県消費生活対策審議会及び委員会の庶務は、県民政策

部生活・協働・男女参画課において処理する。

訓訓 令令

害 12害

［略］

［略］部長

上司の命を受けて、センターに

属する事務を処理する。

センター長

［略］

［略］指導主任

［略］

［略］

［略］部長

［略］

［略］指導主任

課長を補佐する。課長補佐

［略］
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宮崎県事務決裁規程の一部を改正する訓令をここに公表する。

平成24年３月29日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

訓令第10号

本 庁

各出先機関

宮崎県事務決裁規程の一部を改正する訓令

宮崎県事務決裁規程（昭和40年訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

平成 24年 ３ 月 29日（木曜日） 号外 第 16号

改正後改正前

（定義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）～（３） ［略］

（４） 部長 宮崎県行政組織規則（平成10年宮崎県規則第15号。

以下本条において「組織規則」という。）第 263条第１項に規

定する部長、危機管理統括監及び会計管理者をいう。

（５）～（19） ［略］

別表第３（その１）（第４条関係）

本庁各課特定専決事項

（定義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）～（３） ［略］

（４） 部長 宮崎県行政組織規則（平成10年宮崎県規則第15号。

以下本条において「組織規則」という。）第 263条第１項に規

定する部長及び会計管理者をいう。

（５）～（19） ［略］

別表第３（その１）（第４条関係）

本庁各課特定専決事項

害 13害

課

長

補

佐

特

定

専

決

事

項

課長特定専決

事項

次長特定専決

事項

部長特定専決

事項

副

知

事

専

決

事

項

課

［略］

１ 特定非営

利活動促進

法による次

の事務

（１）・（２）

［略］

（３） 第64

条第１項

及び第２

項の規定

による報

告の徴収

及び検査

に関する

こと。

１ 特定非営

利活動促進

法（平成10

年法律第７

号）による

次の事務

（１） ［略

］

（２） 第13

条第３項

の規定に

よる設立

の認証の

取消しに

関するこ

と。

（３）～（７）

［略］

（８） 第45

条第１項

の規定に

よる認定

に関する

生活

・協

働・

男女

参画

課

課

長

補

佐

特

定

専

決

事

項

課長特定専決

事項

次長特定専決

事項

部長特定専決

事項

副

知

事

専

決

事

項

課

［略］

１ 特定非営

利活動促進

法による次

の事務

（１）・（２）

［略］

１ 特定非営

利活動促進

法（平成10

年法律第７

号）による

次の事務

（１） ［略

］

（２）～（６）

［略］

生活

・協

働・

男女

参画

課
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こと。

（９） 第51

条第２項

の規定に

よる認定

の有効期

間の更新

に関する

こと。

（10） 第59

条の規定

による仮

認定に関

すること

。

（11） 第63

条第１項

及び第２

項の規定

による合

併の認定

に関する

こと。

（12） 第65

条第１項

及び第２

項の規定

による勧

告に関す

ること。

（13） 第65

条第４項

の規定に

よる命令

に関する

こと。

（14） 第66

条第１項

の規定に

よる事業

の停止命

令に関す

ること。

（15） 第67

条第１項

及び第２

項の規定

による認

定の取消

しに関す

ること。

（16） 第67

条第３項

において
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準用する

同条第１

項及び第

２項の規

定による

仮認定の

取消しに

関するこ

と。

［略］

１ 自然公園

法による次

の事務

（１） 第16

条第４項

において

準用する

第10条第

６項の規

定による

施設の変

更等の協

議及び認

可に関す

ること。

（２）～（11）

［略］

２・３ ［略

］

４ 宮崎県立

自然公園条

例による次

の事務

（１） 第７

条第６項

の規定に

よる施設

の変更等

の協議及

び認可に

関するこ

と。

（２）～（９）

［略］

５～７ ［略

］

１ 自然公園

法（昭和32

年法律第 1

61号）によ

る次の事務

（１） 第16

条第２項

の規定に

よる公園

事業の一

部執行の

協議に関

すること

。

（２）～（４）

［略］

２ 宮崎県立

自然公園条

例（昭和36

年宮崎県条

例第12号）

による次の

事務

（１） 第７

条第２項

の規定に

よる公園

事業の一

部執行の

協議に関

すること

。

（２）～（４）

［略］

３ ［略］

自然

環境

課

［略］

１ ［略］

２ 薬事法（

昭和35年法

律第 145号

）による次

の事務

（１）・（２）

１～４ ［略

］

畜産

課

［略］

１ 自然公園

法による次

の事務

（１） 第16

条第４項

において

準用する

第10条第

６項の規

定による

施設の変

更等の同

意及び認

可に関す

ること。

（２）～（11）

［略］

２・３ ［略

］

４ 宮崎県立

自然公園条

例による次

の事務

（１） 第７

条第６項

の規定に

よる施設

の変更等

の同意及

び認可に

関するこ

と。

（２）～（９）

［略］

５～７ ［略

］

１ 自然公園

法（昭和32

年法律第 1

61号）によ

る次の事務

（１） 第16

条第２項

の規定に

よる公園

事業の一

部執行の

同意に関

すること

。

（２）～（４）

［略］

２ 宮崎県立

自然公園条

例（昭和36

年宮崎県条

例第12号）

による次の

事務

（１） 第７

条第２項

の規定に

よる公園

事業の一

部執行の

同意に関

すること

。

（２）～（４）

［略］

３ ［略］

自然

環境

課

［略］

１ ［略］

２ 薬事法（

昭和35年法

律第 145号

）による次

の事務

（１）・（２）

１～４ ［略

］

畜産

課
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［略］

３～６ ［略

］

［略］

１～８ ［略１・２ ［略建築

］

９ 高齢者の

居住の安定

確保に関す

る法律（平

成13年法律

第26号）に

よる次の事

務

（１） 第７

条第１項

の規定に

よる登録

に関する

こと。

（２） 第９

条第３項

の規定に

よる変更

の登録に

関するこ

と。

（３） 第13

条第１項

の規定に

よる登録

の抹消に

関するこ

と。

（４） 第24

条第１項

の規定に

よる報告

の徴収、

検査等に

関するこ

と。

］住宅

課

［略］

（３） 第39

条第１項

の規定に

よる動物

用高度管

理医療機

器等の販

売業又は

賃貸業の

許可に関

すること

。

３～６ ［略

］

［略］

１～８ ［略

］

１・２ ［略

］

建築

住宅

課
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別表第５（第５条関係）別表第５（第５条関係）

（５） 第25

条の規定

による指

示に関す

ること。

［略］［略］

出先機関の長特定専決事項

［略］

西臼杵支庁

１ 農地法による次の事務

（１） ［略］

（２） 第４条第３項の規定による意見の聴取（（１）に規定

する許可に係るものに限る。）に関すること。

（３） ［略］

（４） 第５条第３項において準用する第４条第３項の規定

による意見の聴取（（３）に規定する許可に係るものに限

る。）に関すること。

１の２～１の４ ［略］

１の５ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第

58号）による次の事務

（１） 第13条第４項において準用する第８条第４項の規定

による協議及び同意に関すること。ただし、次のいずれ

かに該当する場合を除く。

ア・イ ［略］

ウ 農業振興地域の整備に関する法律施行令（昭和44年

政令第 254号）第８条第３号に掲げる土地のうち調整

等を要する変更

（２） ［略］

１の６～12 ［略］

13 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律（平成12年法律第57号）第５条第５項（第21条

第２項及び第28条第２項において準用する場合を含む。）

の規定による証明書の交付に関すること。

14 ［略］

［略］

保健所

１～３ ［略］

４～６ ［略］

［略］

農林振興局

１ 農地法による次の事務

出先機関の長特定専決事項

［略］

西臼杵支庁

１ 農地法による次の事務

（１） 第３条第１項の許可に関すること。

（２） 第３条第３項の規定による同条第１項の許可に関す

ること。

（３） 第３条の２第１項の規定による勧告に関すること。

（４） 第３条の２第２項の規定による許可の取消しに関す

ること。

（５） ［略］

（６） 第４条第３項の規定による意見の聴取（（５）に規定

する許可に係るものに限る。）に関すること。

（７） ［略］

（８） 第５条第３項において準用する第４条第３項の規定

による意見の聴取（（７）に規定する許可に係るものに限

る。）に関すること。

１の２～１の４ ［略］

１の５ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第

58号）による次の事務

（１） 第13条第４項において準用する第８条第４項の規定

による協議及び同意に関すること。ただし、次のいずれ

かに該当する場合を除く。

ア・イ ［略］

ウ 農業振興地域の整備に関する法律施行令（昭和44年

政令第 254号）第７条第３号に掲げる土地のうち調整

等を要する変更

（２） ［略］

１の６～12 ［略］

13 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律（平成12年法律第57号）第５条第５項（第21条

第２項において準用する場合を含む。）の規定による証明

書の交付に関すること。

14 ［略］

［略］

保健所

１～３ ［略］

４ 特定疾患治療研究事業実施要領（昭和48年５月28日定め

）第２の２の（２）の規定による継続申請に係る受給者証の

交付決定に関すること。

５～７ ［略］

［略］

農林振興局

１ 農地法による次の事務

（１） 第３条第１項の許可に関すること。

（２） 第３条第３項の規定による同条第１項の許可に関す

ること。
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（１） ［略］

（２） 第４条第３項の規定による意見の聴取（（１）に規定

する許可に係るものに限る。）に関すること。

（３） ［略］

（４） 第５条第３項において準用する第４条第３項の規定

による意見の聴取（（３）に規定する許可に係るものに限

る。）に関すること。

１の２～１の５ ［略］

１の６ 農業振興地域の整備に関する法律による次の事務

（１） 第13条第４項において準用する第８条第４項の規定

による協議及び同意に関すること。ただし、次のいずれ

かに該当する場合を除く。

ア・イ ［略］

ウ 農業振興地域の整備に関する法律施行令第８条第３

号に掲げる土地のうち調整等を要する変更

（２） ［略］

１の７～３ ［略］

４ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律第28条第２項において準用する第５条第５項の

規定による証明書の交付に関すること。

［略］

家畜保健衛生所

１ 薬事法による次の事務

（１）～（３） ［略］

（４） 第39条第１項の規定による動物用高度管理医療機器

等の販売業又は賃貸業の許可に関すること。

（５） 第39条第４項の規定による動物用高度管理医療機器

等の販売業又は賃貸業の許可の更新に関すること。

（６） ［略］

２～７ ［略］

土木事務所

１～13 ［略］

14 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律第５条第５項（第21条第２項及び第28条第２項

において準用する場合を含む。）の規定による証明書の交

付に関すること。

15 ［略］

［略］

（３） 第３条の２第１項の規定による勧告に関すること。

（４） 第３条の２第２項の規定による許可の取消しに関す

ること。

（５） ［略］

（６） 第４条第３項の規定による意見の聴取（（５）に規定

する許可に係るものに限る。）に関すること。

（７） ［略］

（８） 第５条第３項において準用する第４条第３項の規定

による意見の聴取（（７）に規定する許可に係るものに限

る。）に関すること。

１の２～１の５ ［略］

１の６ 農業振興地域の整備に関する法律による次の事務

（１） 第13条第４項において準用する第８条第４項の規定

による協議及び同意に関すること。ただし、次のいずれ

かに該当する場合を除く。

ア・イ ［略］

ウ 農業振興地域の整備に関する法律施行令第７条第３

号に掲げる土地のうち調整等を要する変更

（２） ［略］

１の７～３ ［略］

［略］

家畜保健衛生所

１ 薬事法による次の事務

（１）～（３） ［略］

（４） ［略］

２～７ ［略］

土木事務所

１～13 ［略］

14 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律第５条第５項（第21条第２項において準用する

場合を含む。）の規定による証明書の交付に関すること。

15 ［略］

［略］
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